
滋
賀
・湯
ノ
部
遺
跡

１
　
所
在
地
　
　
　
滋
賀
県
野
洲
郡
中
主
町
西
河
原

。
八
夫

２
　
調
査
期
間
　
　
一
九
九

一
年

（平
３
）
五
月
を

一
九
九
二
年
三
月

３
　
発
掘
機
関
　
　
滋
賀
県
孜
育
委
員
会

・
動
滋
賀
県
文
化
財
保
護
協
会

４
　
調
査
担
当
者
　
漬
　
修

５
　
遺
跡
の
種
類
　
集
落
跡

６
　
遺
跡
の
年
代
　
秀
生
時
代
を
近
世

７
　
】退
跡
及
び
木
筒
出
土
遺
構
の
概
要

湯
ノ
部
遺
跡
は
、
旧
野
洲
川
の
形
成
し
た
扇
状
地
性
の
低
地
上
に
あ
り
、
現

在
は
微
高
地
上
に
立
地
す
る
集
落
と
集
落
に
狭
ま
れ
た
水
田
地
帯
と
な
っ
て
い

る
。
遺
跡
は
東
西
方
向
に
形
成

さ
れ
た
埋
没
微
高
地
上
に
立
地

し
、
弥
生
時
代
以
降
の
数
多
く

の
遺
構

・
遺
物
が
埋
蔵
さ
れ
て

い
る
。
湯
ノ
部
遺
跡
か
ら
北

ヘ

約

一
・
三
血
の
地
点
に
は
、
七

世
紀
後
半
か
ら
八
世
紀
前
半
の

木
簡
が
二
〇
点
近
く
出
上
し
て

い
る
西
河
原
森
ノ
内
遺
跡
が
あ

り
、
南
東
約
三
�
に
は
野
洲
郡
衝
推
定
地
の
和
田

・
小
篠
原
遺
跡
が
あ
る
。

発
掘
調
査
は
県
道
建
設
に
伴
う
も
の
で
、　
一
九
九
〇
年
度
の
小
比
江
遺
跡
の

調
査
に
引
き
続
き
、
対
象
面
積
約
七
〇
〇
〇
ド
に
つ
い
て
行
な
っ
た
。

調
査
の
結
果
、
下
層
よ
り
弥
生
時
代
前
期
か
ら
後
期
に
か
け
て
の
住
居
跡
、

祭
祀
場
跡
、
方
形
周
溝
墓
群
を
検
出
し
た
。
こ
れ
は
小
比
江
遺
跡
か
ら
連
続
し

て
形
成
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
上
層
で
は
七
世
紀
後
半
か
ら
八
世
紀
前
半
に
か

け
て
の
掘
立
柱
建
物
や
溝
、
鉄
器
生
産
の
鍛
冶
関
連
遺
構
を
検
出
し
た
。
掘
立

柱
建
物
は
二
間
×
三
間
以
上
で
、
比
較
的
小
規
模
な
建
物
で
あ
る
。
鍛
冶
関
連

遺
構
と
し
て
は
幅
五
〇
伽
、
深
さ
二
〇
伽
程
度
の
小
溝
に
よ
り
方
形
に
区
画
さ

れ
た
内
側
に
、
柱
穴
や
鉄
の
熔
解
津
、
輔
の
羽
口
、
炭
化
材
な
ど
が
廃
棄
さ
れ

た
土
坑
、
焼
土
跡
な
ど
を
検
出
し
た
。
こ
の
遺
構
は
周
辺
に
広
が
り
を
も
つ
も

の
と
推
定
さ
れ
、
鍛
冶
関
連
の
工
房
が
存
在
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

木
筒
は
こ
れ
ら
の
遺
構
の
西
端
を
南
北
方
向
に
区
画
す
る
溝
か
ら
出
土
し
た
。

こ
の
溝
は
幅
約

一
・
六
ｍ
、
深
さ
約
○

。
六
ｍ
で
、
南
北
方
向
に
二
八
ｍ
に
わ

た
り
検
出
し
た
。
出
上
し
た
遺
物
は
、
木
簡

一
点
の
ほ
か
、
須
恵
器
の
杯
身

・

杯
蓋

。
壷
や
、
土
師
器
の
杯

・
甕
の
ほ
か
、
斎
串
、
獣
角
、
排
滓
、
木
片
な
ど

で
あ
る
。
ま
た
、
埋
没
し
た
最
終
面
か
ら
土
馬
片
も
出
上
し
て
い
る
。
出
上
し

た
遺
物
の
年
代
観
は
、
須
恵
器
の
杯
蓋
が
や
や
大
型
で
、
宝
珠
形
の
つ
ま
み
を

も
ち
、
内
面
に
か
え
り
が
つ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
七
世
紀
後
半
の
時
期

で
あ
る
。

西
河
原
森
ノ
内
遺
跡
も
同
時
期
の
遺
跡
で
あ
り
、
湯
ノ
部
遺
跡
も
関
連
す
る

(近江八幡)



遺
跡
群
と
考
え
ら
れ
る
。

８
　
木
簡
の
釈
文

・
内
容

①
　
。
「
丙
子
年
十

一
月
作
文
記
　
　
　
」
（側
Ｕ

名
牒
玄
逸
去
五
月
□
□
回
蔭
人

自
従
二
月
己
来
日
Ｈ
□
養
官
丁

久
蔭
不
潤
□
口
日
Ｈ
回
□
蔭
人
」

。
「
次
之
回
□
丁
口
日
日
回
□
□

醗
兇
於
□
□
□
同
十‐
回
頭
配

裁
謹
牒
也
　
　
　
　
　
　
　
　
」
　

　

〕『貸
μ］叉
導

自
了

木
筒
は
中
央
部
が
広
が
る
長
方
形
状
で
、
従
来
の
〇

一
一
型
式
の
短
冊
型
と

は
や
や
異
な
る
。
厚
き
は
二
ｍ
も
あ

っ
て
、
厚
手
で
あ
る
。
完
形
品
で
、
表

・

裏
以
外
に
側
面
に
も
文
字
を
記
す
。

側
面
は
背
文
字
と
し
て

「
丙
子
年
」
の
年
紀
を
記
す
。
丙
子
は
六
七
六
年
か

七
三
六
年
が
考
え
ら
れ
る
が
、
千
支
を
用
い
て
お
り
、
ま
た
共
伴
し
た
出
土
遺

物
の
年
代
か
ら
、
前
者
と
考
え
ら
れ
る
。

「記
」
に
つ
い
て
は

「氾
」
と
す
る

異
説
も
あ
る
。

表
は
文
字
が
木
目
に
そ
っ
て
湾
曲
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
。
二
行
日

「来
」

か
ら

「養
」
、
三
行
日

「潤
」
か
ら

「蔭
」
の
間
は
削
り
と
ら
れ
て
い
る
。
「玄

逸
」
に
つ
い
て
は
人
名
説
が
有
力
で
あ
る
。

「去
五
月
」

は
春
五
月
と
も
読
め

宏
４
井
ュ
ガ
ゞ
¶
剰
劃
鋼
刻

（
表
面
）

1991年出上の木簡

o     中“

沖
ｒ
ｋ
　
　
ｄ

ｆ

強
▲
オ
】
Ｉ

，



る
が
文
意
か
ら

「去
」
と
す
る
。
「蔭
」
は
三
文
字
見
ら
れ
、
「蔭
人
」
は
二
回

記
さ
れ
る
。
「官
丁
」
は
初
出
。
「久
蔭
不
潤
」
は
和
文
調
で
あ
る
。

裏
は
表
面
に
比
べ
腐
蝕
が
甚
し
く
、
裏
面
を
上
に
向
け
て
出
土
し
た
の
で
、

廃
棄
時
点
で
し
ば
ら
く
地
表
に
放
置
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。　
一
行
日
、
二

行
日
と
も
文
意
は
不
明
。　
一
行
日
の
最
後
の
二
文
字
は

「等
利
」
か
。
二
行
日

最
後
は

「准
」
か
。
三
行
目
は

「裁
謹
牒
也
」
で
終
る
。

本
木
簡
は
文
書
木
簡
で
、
「
久
蔭
不
潤
」
「妹
…
謹
牒
也
」
の
記
載
か
ら
、
個

人
が
官
司
に
あ
て
た
上
申
文
書
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
厚
手
の
檜
材
を
使
用
し
、

側
面
に
年
紀
入
り
の
背
文
字
を
記
す
こ
と
か
ら
、
保
管
文
書
と
推
察
さ
れ
、
実

際
の
上
申
文
書
は
別
に
提
出
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

「牒
…
謹
牒
也
」

と

公
式
令
牒
式
条
の

「牒
云
々
。
謹
牒
」
と
の
関
連
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
早
川

庄
八
氏

「公
式
様
文
書
七
文
書
木
簡
」
含
木
簡
研
究
』
七
）
、
『
律
令
』
令
補
注
じ

に
よ
れ
ば
、
牒
は
日
本
で
も
唐
で
も
下
達
文
書
、
平
行
文
書
、
上
申
文
書
の
い

ず
れ
に
も
用
い
ら
れ
て
い
た
。
本
牒
は
上
申
文
書
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。

「蔭
人
」
は
八
世
紀
初
頭
か
ら
実
施
さ
れ
た
蔭
位
制
と
の
関
連
が
考
え
ら
れ

る
が
、
『
日
本
書
紀
』
天
武
五
年

全
ハ
七
一０

四
月
辛
亥
条
に
み
え
る
地
方
豪
族

の
出
身
法
に
つ
い
て
の
勅
と
の
関
連
か
ら
、
そ
れ
よ
り
早
く
天
武
朝
初
年
に
は

地
方
豪
族
の
出
身
法
を

「蔭
」
と
呼
ん
で
い
た
可
能
性
が
あ
る
。

木
簡
と
鍛
冶
関
連
遺
構
と
の
関
連
は
明
確
で
な
い
が
、
西
河
原
森
ノ
内
遺
跡

の
九
号
木
簡
に
は

「金
工
人
」

の
語
が
記
さ
れ
て
い
る

（『木
簡
研
究
』
一
二

一
四
九
頁
）。

な
お
、
木
簡
の
釈
読

。
内
容
に
つ
い
て
は
、
立
命
館
大
学
曲
尾
幸
久
氏
、
大

阪
大
学
東
野
治
之
氏
、
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
史
料
調
査
室
な
ど
多
く
の
方

々
の
ご
赦
示
を
得
た
。

（濱

　

修
）




